
2025年 4月 18日 

北海道電力株式会社 

 

選択約款の変更について 

 

当社は、2026年 4月 1日付で選択約款を以下のとおり変更いたします。 

 

１．一部電気料金メニューの割引終了 

一部の電気料金割引の適用について、以下のとおり順次終了いたします。 
 

終了する割引 対象となる料金メニュー 割引終了の時期 

5時間通電機器割引 

・時間帯別電灯 

（ドリーム 8） 

・ピーク抑制型時間帯別電灯 

（ドリーム 8エコ） 

2026 年 4 月分料金

（2026 年 3 月使用分）

をもって終了 

通電制御型機器割引 

・時間帯別電灯 

（ドリーム 8） 

・ピーク抑制型時間帯別電灯 

（ドリーム 8エコ） 

・3時間帯別電灯 

（ｅタイム 3） 

2026 年 4 月分料金

（2026 年 3 月使用分）

をもって終了 

通電制御型電気温水器割引 ・深夜電力Ｂ 

2026 年 4 月分料金

（2026 年 3 月使用分）

をもって終了 

非蓄熱式電気暖房割引 

Ⅰ型・Ⅱ型 

・ピーク抑制型時間帯別電灯 

（ドリーム 8エコ） 

・3時間帯別電灯 

（ｅタイム 3） 

＜Ⅰ型＞ 

2026 年 5 月分料金

（2026 年 4 月使用分）

をもって終了 

＜Ⅱ型＞ 

2026 年 3 月分料金

（2026 年 2 月使用分）

をもって終了 

検知制御装置付融雪用機器割引 

・融雪用電力Ａ 

（ホットタイム 19） 

・融雪用電力Ｂ 

（ホットタイム 22） 

・融雪用電力Ｃ 

（ホットタイム 19エコ） 

・融雪用電力Ｄ 

（ホットタイム 22エコ） 

2026 年 4 月分料金

（2026 年 3 月使用分）

をもって終了 

 

２．規定上の文意等の明確化 

実質的に契約条件は変更とならないものの、規定上の文意や取扱いの明確化のため

に必要な見直しを行ないます。 

対象となる料金メニュー：(1)の対象となる料金メニュー、3時間帯別電灯（ｅタイ

ム 3）〔Ｓプラン〕、3時間帯別電灯（ｅタイム 3）〔Ｍプラン〕、深夜電力Ｃ、深夜電力

Ｄ、融雪用電力Ｌ（ホットタイム 22ロング） 
 

以 上 


